
 

 

2016 年 1１月 10 日 

 

株式会社中広（本社：岐阜県岐阜市／代表:後藤一俊）は平成28年４月１日に全面施行された女性活

躍推進法に基づき、女性活躍に関する取組の実施状況等が優良な企業として「えるぼし」の認定を受

けました。当社は、以下の5つの基準項目から【女性の採用】【労働時間等の働き方】【女性の管理

職比率】【女性の多様なキャリアコース】の４項目を満たし、3段階中２段階目の認定となりました。 

中広の認定に至る実績値 

 
 
中広では 2010年 6月より、「女性のための働きやすい職場作りプロ

ジェクト」としてＣＬＩＰ（Chuco Ladies Innovation Project）を立ち
上げ、現場の課題抽出をもとにした女性活躍推進施策を企画・実践して
います。 
これまでに、育児休業復職者に保育料補助手当の新設や、育児短時間

勤務を子どもが 3歳から小学 6年生終了まで延長、テレワーク（在
宅勤務等）のトライアル運用など、様々な取り組みを行ってまいり
ました。 

今後も多様な人財が働きやすい職場環境の整備を目指し、女性活 
躍推進に関してもさまざまな施策の検討・充実を進めて参ります。 

本間岐阜労働局長（右）から「えるぼし」の 

認定通知書を受け取る中広 取締役 三田村晴予 

■えるぼし認定証交付式 

11 月 8 日（火）厚生労働省岐阜労働局にて 

基 準 値 （実績値）

【女性の採用】
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であ

ること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る）
○
女性：6.62倍

男性：9.42倍

【女性の継続就業】
「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」

が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割以上（０.７）…Aであること
△

女性：4.09年男性：7.56年　A…0.54

Aが0.7以下よりも低く基準を満たさないが、この項目に関す

る取り組みを実施しており、2年以上連続して数値改善が見ら

れることから要件を満たす。

取組：毎月衛生委員会を開き時間外労働の状況把握及び

　　　低減案、改善案を協議している。

数値：（25年度）0.50→（26年度）0.53→（27年度）0.54

【労働時間等の働き方】

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の

合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満で

あること

○ 全 て の 雇 用 管 理区 分 で 各 月 全 て４５時間未満

【女性の管理職比率】

管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上

であること

※産業平均値： 5.4％

○ 28.10%

【女性の多様な
キャリアコース】

直近の３事業年度に、以下について大企業は２項目以上、中小企業は

１項目以上の実績を有すること

　Ａ．女性の非正社員から正社員への転換

　Ｂ．女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

　Ｃ．過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

　Ｄ．おおむね３０歳以上の女性の正社員としての採用

○
A：2人

B：0人

C：1人（定年後の再雇用を除く）

D：7人

弊社実績

http://chuco.co.jp/

